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会 議 録 

会 議 の 名 称 行田市国民健康保険運営協議会（平成２９年 第３回） 

開 催 日 時 
平 成 ２ ９ 年 ８ 月 １ ０ 日（木） 

開会：午後１時３０分・閉会：午後２時３０分 

開 催 場 所 行田市産業文化会館 ２階第２会議室 

出席者(委員）

氏 名 

吉野すみ子、須加春雄、平野かほる、加島慎悟、根本和雄、     

北出和子、吉田廣明、小暮福三、岡村要次、宮川圭子、野本祐子 

欠席者(委員)氏名 坂本由枝、池畑信正、荒木 宏、江原弘二 

事 務 局 

小池義憲（健康福祉部長）、福原 智（保険年金課長）、 

柿沼宏和（保険年金課主幹）、大﨑直子（保険年金課主査）、 

伊藤賀章（保険年金課主任） 

会 議 内 容 

議題 

議案第６号 会長の選任について 

議案第７号 平成２８年度行田市国民健康保険事業費特別会計 

決算について 

 

会 議 資 料 他 

・行田市国民健康保険運営協議会委員名簿 

配布資料 

・国民健康保険の概要【県国保団体連合会発行】 

・埼玉の国保（№284～286）【県国保団体連合会発行】 

・平成 30 年 4 月から国民健康保険制度が変わります【県保健医療

部国保医療課発行】 

そ の 他  
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発 言 者 会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

事 務 局（柿沼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 池 部 長 

事 務 局（柿沼） 

 

小 暮 委 員 

事 務 局（柿沼） 

 

 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

 

 

事 務 局（福原） 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

会 議 資 料 確 認 

市 民 憲 章 唱 和 

 本日の委員会開催にあたり、坂本委員さん、池畑委員さん、荒木委員

さん、江原委員さんからは欠席の連絡をいただいており、書面参加書に

ついても提出を受けております。 

行田市国民健康保険規則第５条第３項に規定する委員の過半数の出

席は得ておりますので、本日の会議は成立することを報告いたします。 

なお、この会議は公開されますが、本日は傍聴を希望する方はおりま

せんので、このまま進めさせていただきます。 

 はじめに、国保事業者代表といたしまして、小池健康福祉部長からご

挨拶を申し上げます。 

部 長 あ い さ つ 

 次に、新たに本協議会委員としてご出席の委員を紹介いたします。 

本年６月２日付けで就任された、公益代表の小暮福三委員さんです。 

自 己 紹 介 

 次に、議事に移りますが、本来なら行田市国民健康保険規則第５条第

１項の規定に基づき、会長に議長をお願いするところですが、先ほど申

し上げましたとおり、本協議会の会長でありました吉野音次郎委員が退

任されましたので、会長代理であります吉田廣明委員に議長をお願いい

たします。 

 吉田でございます。会長が選任されるまでの間、議長の職を務めさせ

ていただきます。 

まず、次第の３、会議録署名委員の選任を行います。 

事務局の説明を求めます。 

名簿の順番によりまして、本日の会議は、加島委員さん、根本委員さ

んとなっております。 

ただいま事務局から説明があったとおり、加島委員さん、根本委員さ

んにお願いすることでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 ご異議がないようですので、さよう決定します。両委員さん、よろし

くお願いいたします。 
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事 務 局（福原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

根 本 委 員 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

 

吉 田 会 長 代 理 

 

事 務 局（柿沼） 

 

 次に、次第の４、審議事項に入ります。 

 まず、議案第６号「会長の選任について」を議題といたします。事務

局に説明を求めます。 

 国民健康保険法施行令第５条第１項において、「協議会に会長１人を

置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する」と規

定しております。したがって、お手元の名簿の公益代表委員の中から選

挙することとなるものであります。 

 なお、本市においては、選考委員会を設置して候補者を選考していた

だく方法が恒例となっております。選考委員は、選挙される公益代表委

員を除いて、被保険者代表委員２人、保険医代表委員、保険薬剤師代表

委員それぞれ１人、計４人委員を議長に指名していただいておりまし

た。以上でございます。 

 ただいまの説明のとおり、選考委員会を設置して、会長を選考する方

法でよろしいでしょうか。また、選考委員の人数については、４人でよ

ろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 それでは、私から選考委員を指名させていただきます。被保険者代表

の吉野委員さんと須加委員さん、保険医代表の根本委員さん、保険薬剤

師代表の北出委員さん、以上４名の方に別室にて選考をお願いします。 

 暫時休憩といたします。 

休     憩 

 会議を再開します。選考委員を代表して根本委員さんに報告をお願い

いたします。 

選考委員会の方々の厳正なる審議により吉田廣明さんを会長として

選出いたしましたことをご報告いたします。 

ただいま報告のありましたとおり、会長に私、吉田を選任することで

よろしいでしょうか。 

異 議 な し 

ご異議がないようですので、会長に私、吉田を選任することに決定い

たしました。 

それでは、ここで、会長に就任されました吉田委員さんにご挨拶をお

願いいたします。 
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吉 田 会 長 

事 務 局（柿沼） 

 

吉 田 会 長 

 

事 務 局（福原） 

 

 

吉 田 会 長 

加 島 委 員 

 

吉 田 会 長 

 

 

吉 田 会 長 

 

 

吉 田 会 長 

 

 

 

吉 田 会 長 

 

事 務 局（福原） 

吉 田 会 長 

 

 

 

 

 

吉 田 会 長 

 

会長就任あいさつ 

ありがとうございました。それでは、ここからの議事は、規則に基づ

き、会長に議長をお願いいたします。 

それでは引き続き、議長の職をとらせていただきます。次に、私の後

任の会長代理の選任ついて、事務局に説明を求めます。 

 会長代理の選任について、ご説明いたします。 

 国民健康保険法施行令第５条では、会長代理についても公益を代表す

る委員の中から、全委員の選挙によると規定しております。以上です。 

このことについて、皆様いかがでしょうか。 

先ほどは、選考委員会を設置して会長を選任したが、他の委員の皆様

がよろしければ、会長一任でよいかと思いますが。 

加島委員さんから会長代理の選任について会長一任でよいのではと

のことですが、皆様いかがでしょうか。 

異 議 な し 

それでは、私は、民生・児童委員連合会推薦の岡村要次委員を選任し

たいと思いますが皆様いかがでしょうか。 

異 議 な し 

ありがとうございます。それでは、会長代理は 岡村委員さんに決定

いたしました。 

岡村委員さんには会長代理の席に移動をお願いいたします。 

前方の会長代理席に移動 

次に、議案第７号「平成２８年度行田市国民健康保険事業費特別会計

決算について」を議題といたします。事務局説明を求めます。 

議案第７号の説明 

ただいま説明がありましたが、質疑等がありましたら挙手をお願いし

ます。 

それでは質疑がないようですので、採決に入らせていただきます。議

案第７号「平成２８年度行田市国民健康保険事業費特別会計決算」につ

きましては、承認することでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

さよう決定いたします。 

次に、次第の５、その他となりますが、事務局から何かありますか。
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事 務 局（福原） 

吉 田 会 長 

 

事 務 局（柿沼） 

 

 

 

 

事務局お願いします。 

「平成 30 年 4 月から国民健康保険制度が変わります」の説明 

以上で、本日の議事の全てを終了いたしました。ありがとうございま

した。進行を事務局にお返しいたします。 

長時間にわたり、慎重なご審議ありがとうございました。これをもち

まして、平成２９年第３回行田市国民健康保険運営協議会を閉会させて

いただきます。 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 


